
規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員

に
委
任
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る

職
員
に
委
任
す
る
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
の
七
の
規
定
に
基
づ

き
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一

部
を
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
委
任
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
他
の
教
育
委
員

会
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
埼
玉
県
企

画
財
政
部
情
報
シ
ス
テ
ム
戦
略
課
長
に
委
任
す
る
。 

 

一 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
一
項
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た

め
の
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
（
埼
玉
県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
情
報

化
の
た
め
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

 

二 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
方
針
を
公
表

す
る
こ
と
（
埼
玉
県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
情
報
化
の
た
め
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
利
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
事
務
」
の
下
に
「
（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
埼

玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
委
任
す
る
規
則
（
令
和
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則

第 

号
）
又
は
他
の
教
育
委
員
会
規
則
の
規
定
に
よ
り
埼
玉
県
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員

に
委
任
さ
れ
た
事
務
を
除
く
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加

え
る
。 
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